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坂出、宇多津広域行政事務組合 循環型社会形成推進地域計画 

 
香川県  坂  出  市 

宇 多 津 町 
坂出、宇多津広域行政事務組合 

 

令和元年 11月 29日 

 

１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

(1) 対象地域 

構 成 市 町 名  坂出市、宇多津町 

面 積  100.59 km2（平成 29年 10月 1日現在） 

人 口  71,821人（平成 30年 10月 1日現在） 

 

（内 訳） 

市 町 名 面積（km2） 人口（人） 

坂 出 市  92.49 53,352 

宇多津町   8.10 18,469 

計 100.59 71,821 

 

(2) 計画期間 

本計画は、令和元年 4月１日から令和 6年 3月 31日までの 5年間を計画期間とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直す

ものとする。 

 

(3) 基本的な方向 

坂出市、宇多津町地域（以下、「本地域」という。）は、香川県北部のほぼ中央に位置し、

本州と四国を結ぶ「瀬戸大橋」の四国側の玄関となる重要な拠点となっている。 

坂出市では、香川県下最大となる番の州工業地帯が造成され、この臨海工業地帯によっ

て瀬戸内工業圏の中核都市としての重要な位置を占めている。また、これらにあわせて整

備された坂出港により、瀬戸内海における海上交通の要衝としてさらなる発展を遂げてい

る。一方、宇多津町では、新宇多津都市の整備により戸建住宅・低層集合住宅・高層集合

住宅の建設が進むとともに、広域観光施設・大規模商業施設等が建設され、人口は増加を

続けている。 

現在、本地域の可燃ごみは角山環境センターにて焼却処理がなされているが、稼動開始

から約 33年が経過し、施設の設備・機器の損耗が激しい状態にある。よって、本地域での

ごみ処理を今後も確実に行っていくため、施設の現状を的確に把握し、設備を改修して施

設の延命化を図るとともに、地球温暖化を軽減することを目的として、基幹的設備改良を

計画する。 
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(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

現在、本市町組合においては、長寿命化計画を行うため、現在ごみ処理の広域化・施設

の集約化の検討は必要ないが、関係機関とのかかわりを見ながら検討を行うものとする。 

 

２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

(1) 一般廃棄物等の処理の現状 

平成 30年度の一般廃棄物の排出、処理状況は図１のとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め、25,445トンであり、再利用される「総資源化量」は 2,698

トン、リサイクル率＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）÷（ごみ

の総処理量＋集団回収量）は 10.6％である。 

中間処理による減量化量は 19,078トンであり、集団回収量を除いた排出量のおおむね８

割が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の約 15％に当たる 3,669 トンが

埋め立てられている。 

なお、中間処理量のうち、焼却処理量は 21,225トンである。 

 

地域 224 t 地域 2,698 t

坂出 224 t 坂出 1,838 t

宇多津 0 t 宇多津 860 t

地域 1,704 t 6.8% 地域 770 t 3.1%

坂出 844 t 4.6% 坂出 770 t 4.2%

宇多津 860 t 12.3% 地域 3,934 t 15.6% 宇多津 0 t 0.0%

坂出 3,210 t 17.6%

宇多津 724 t 10.3%

地域 25,221 t 地域 25,221 t 100.0% 地域 23,012 t 91.2% 地域 3,164 t 12.5%

坂出 18,222 t 坂出 18,222 t 100.0% 坂出 17,166 t 94.2% 坂出 2,440 t 13.4%

宇多津 6,999 t 宇多津 6,999 t 100.0% 宇多津 5,846 t 83.5% 宇多津 724 t 10.3%

地域 19,078 t 75.6%

坂出 13,956 t 76.6%

地域 505 t 2.0% 宇多津 5,122 t 73.2% 地域 3,669 t 14.5%

坂出 212 t 1.2% 坂出 2,652 t 14.6%

宇多津 293 t 4.2% 宇多津 1,017 t 14.5%

最終処分量

総資源化量

中間処理量

直接最終処分量

処理残渣量

減量化量

処理後再生利用量

処理後最終処分量排出量

集団回収量

計画処理量

直接資源化量

 

図１ 一般廃棄物の処理状況フロー 
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(2) 一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、 表

１のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化、再生利用に関する現状と目標 

指 標 
現状 目標 

H.30年度 割合※１ R.6年度 割合※１ 

 

 

 

排出量 

事業系 

総排出量（トン） 9,487  8,571 -9.7 % 

１事業所当たりの排出量※２ 

（トン/事業所） 
2.50  2.26 -9.7 % 

生活系 

総排出量（トン） 15,734  12,799 -18.7 % 

１人当たりの排出量※３ 

（kg/人） 
187.5  155.7 -17.0 % 

合 計 事業系生活系排出量合計(トン) 25,221  21,370 -15.3 % 

再生利用量 
直接資源化量（トン） 1,704 6.8 % 1,498  7.0 % 

総資源化量（トン） 2,698 10.6 % 2,352 10.9 % 

エネルギー 

回収量 

エネルギー回収量（年間の発電電力量及び熱利

用量） 
－ － 

最終処分量 埋立最終処分量（トン） 3,669 14.5 % 3,079 14.4 % 

※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に

対する割合。 

※２ （１事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数） 

※３ （１人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

《指標の定義》 

排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く）〔単位：トン〕 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量〔単位：GJ〕 

減量化量：中間処理量と処理後の残さ量の差〔単位：トン〕 

最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

地域 160 t 地域 2,352 t

坂出 160 t 坂出 1,544 t

宇多津 0 t 宇多津 808 t

地域 1,498 t 7.0% 地域 694 t 3.2%

坂出 690 t 4.5% 坂出 694 t 4.5%

宇多津 808 t 13.3% 地域 3,414 t 16.0% 宇多津 0 t 0.0%

坂出 2,791 t 18.3%

宇多津 623 t 10.2%

地域 21,370 t 地域 21,370 t 100.0% 地域 19,513 t 91.3% 地域 2,720 t 12.7%

坂出 15,291 t 坂出 15,291 t 100.0% 坂出 14,489 t 94.8% 坂出 2,097 t 13.7%

宇多津 6,079 t 宇多津 6,079 t 100.0% 宇多津 5,024 t 82.6% 宇多津 623 t 10.2%

地域 16,099 t 75.3%

坂出 11,698 t 76.5%

地域 359 t 1.7% 宇多津 4,401 t 72.4% 地域 3,079 t 14.4%

坂出 112 t 0.7% 坂出 2,209 t 14.4%

宇多津 247 t 4.1% 宇多津 870 t 14.3%

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

直接最終処分量 最終処分量

処理残渣量

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

減量化量

 

図２ 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー 
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３ 施策の内容 

(1) 発生抑制、再使用の推進 

ア． 有料化 

 現在、家庭系ごみ及び事業系ごみについては、下記のとおり有料化を行っている。 

区分 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ 

坂出市 

収集 

指定袋制 

大 45円/枚 

中 30円/枚 

小 15円/枚 

無料 
申し込み制 

有料 

持ち込み 10kgあたり 200円 

家庭系 100kgまで 500円 

 20kg増すごとに 100円追加 

事業系 100kgまで 1,000円 

  20kg増すごとに 200円追加 

100kgまで500円 

20kg増すごとに

100円追加 

宇多津町 収集 

指定袋制 

大 25円/枚 

中 20円/枚 

小 15円/枚 

無料 
申し込み制 

有料 

 

イ．環境教育、普及啓発の充実 

・小学校と連携し、総合的な学習の時間を利用し、環境学習、施設見学会等を実施する。（宇 

・広報、ビデオ、パンフレット、マスメディアなどを通じ、ごみの減量化、ごみの分別

排出、資源化について市民意識の啓発を促進する。（坂出市） 

・ホームページや広報を通じて、家庭や事業活動において発生するごみ量や処理状況を

情報提供する。（宇多津町） 

・ごみ、資源物の収集カレンダー、分別マニュアルをホームページ等を通じて、住民に

通知する。 

・資源ごみの分別収集・リサイクル活動により減量化を推進する。 

 

ウ．食品ロスの削減 

・近年増加傾向にある食品ロスの問題についても、住民や事業者に向けて排出抑制を啓

発していく。（宇多津町） 

 

エ．生ごみ減量化の推進 

・家庭から出る生ごみの排出抑制と資源化を図るため、家庭用の生ごみ処理機・容器を

購入する場合、購入価格に対し助成を行う。（坂出市） 

・ダンボールコンポストを推進し、講習会を開くなど普及に努める。 

 

オ．マイバック運動・レジ袋対策 

・マイバック運動（買物袋等の持参運動）への積極的な取り組みを行う。 
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・容器包装の簡素化を進める。 

 

カ．再使用の推進 

・リターナブル製品や再生資源を利用したエコマーク付きの商品の利用など、グリーン

購入を促進する。 

・フリーマーケットの実施や不用品交換の推進を行う。（坂出市） 

 

キ．補助金制度の推進 

・子供会・PTA・老人会等営利を目的としない住民の団体で、あらかじめ市へ登録した団

体が、金属・古紙などの資源化物の回収を実施した場合、補助金を交付する。（坂出

市） 

(2)  処理体制 

ア．生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表２のとおりである。 

分別区分は、当面現状と同じとするが、今後はごみの排出量等に応じた適正な分別区分、

排出方法の検討を行うものとする。 

 

イ．事業系ごみの処理体制の現状と今後 

今後とも生活系ごみの分別区分に準じ、収集、処分を行う。 

また、今後は、事業系ごみの減量及び適正処理を図るため、多量排出事業者に、ごみの

排出抑制・分別の指導を行う。（坂・宇） 

 

ウ．一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後 

本地域では、一般廃棄物処理施設での産業廃棄物のあわせ処理は行っておらず、また、

今後もあわせて処理を行う計画はない。 

 

エ．今後の処理体制の要点 
 

◇ 角山環境センター（焼却施設）の延命化のため基幹的設備改良を実施し、今後も本地

域でのごみ処理を確実に行っていく。 
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資
源
化

カ
ン
類

坂
出
市
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

資
源
化

缶
類

ビ
ン
類

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

リ
サ
イ
ク
ル

リ
サ
イ
ク
ル

-
布
類

-

埋
立

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

廃
食
用
油

ビ
ン
類

紙
類

リ
サ
イ
ク
ル

廃
乾
電
池
・
古
鉄

廃
乾
電
池

容
器
包
装
プ
ラ

容
器
包
装
プ
ラ

紙
類
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(3) 処理施設等の整備 

ア. 廃棄物処理施設 

(2)の処理体制で今後も本地域のごみ処理を行うため、表３のとおり必要な施設整備を行

う。 

 

表３ 整備する処理施設 

事業 

番号 

整備施設種類 

施設名 
事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 
可燃ごみ焼却施設 

角山環境センター 

（仮称）角山環境センター

基幹的設備改良事業 
165ｔ/日 

香川県坂出市新浜町

6番 51号 
R3～R5 

※ 添付資料４に現有処理施設の概要を示す。 

（整備理由） 

事業番号１ 既存焼却施設の老朽化、既存焼却施設の長寿命化 

 

(4) 施設整備に関する計画支援事業 

(3)の施設整備に先立ち、表４のとおり計画支援事業を行う。 

 

表４ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

31 
（仮称）角山環境センター基幹的設備改良事業 

（事業番号１）に係る計画支援事業 

技術評価 

発注仕様書作成 等 
R1～R2 

 

(5) 廃棄物処理施設における長寿命化総合計画策定支援事業 

(3)の施設整備に先立ち、表５のとおり長寿命化総合計画策定支援事業を行う。 

 

表５ 実施する長寿命化総合計画策定支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

32 
（仮称）角山環境センター基幹的設備改良事業 

（事業番号１）に係る調査事業 
長寿命化総合計画策定 R1～R2 
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(6) その他の施策 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、以下の施策を実施していく。 

 

ア．廃家電のリサイクルに関する普及啓発 

・廃家電のリサイクルについては、特定家庭用機器再商品化法に基づく、適切な回収、

再商品化がなされるよう、関係団体や小売店などと協力して、普及啓発を行う。 

 

イ．不法投棄対策 

・不法投棄廃棄物の撤去及び看板の設置を行う。（坂出市） 

・不法投棄等に対する巡回パトロールを充実させる。 

・空き缶回収機等の導入を図る。（坂出市） 

・美化啓発キャンペーンや広告等により、美化意識の啓発に努める。（坂出市） 

 

ウ．災害廃棄物への対応 

今後大規模な地震災害や風水害が発生した場合、大量に発生することが予測される災害

廃棄物を迅速かつ適切な処理を図ることにより、市民の生活環境を確保し、早急に災害復

旧・復興対策を推進していくための体制構築に資することを目的として、「坂出市災害廃棄

物処理計画（平成 30年 3月策定）」、「宇多津町災害廃棄物処理計画（平成 29年 3月策定）」

を策定している。 

これらを踏まえ、災害時に発生する廃棄物の広域的処理体制の確保を図るため、地域内

及び周辺地域との連携体制を構築する。 

また、大規模災害の被害想定の見直しなど前提条件に変更があった場合に、今後新たに

発生した大規模災害における知見等を踏まえて随時改定を行う。また、本計画に基づき、

災害廃棄物処理に係る研修・訓練等を継続的に実施するとともに、実施結果を踏まえて本

計画の点検を行い、見直し・改定を行っていく。 

 

４ 計画のフォローアップと事後評価 

(1) 計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、各市町、香川県と意見

交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、必要に応じて計画の見直しを行う。 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果がまとまり次第、速やかに計画の事

後評価を実施し、結果を公表するとともに、次期計画策定に反映させるものとする。 

また、計画期間中であっても、計画の進捗状況や社会経済情勢等の変化等を踏まえ、必

要に応じ計画を見直すものとする。 

 



様式１

１　　地域の概要

　(1)地域名 人 km2

坂出市、宇多津町、坂出、宇多津広域行政事務組合 　 人口　　面積　　沖縄　　離島　　奄美　　豪雪、山村　　半島　　過疎　　その他

　組合を構成する市町村：坂出市、宇多津町 　設立年月日：　昭和47年10月1日　設立

（組合名：坂出、宇多津広域行政事務組合）

* 交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目全てに○を付ける。

２　　一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

(H30比 -9.7 %)

(H30比 -18.7 %)

(H30比 -15.3 %)

(8.6%) (7.7%) (7.6%) (7.1%) (6.8%) (7.0%)

(13.2%) (12.1%) (11.8%) (11.3%) (10.6%) (10.9%)

(73.8%) (74.7%) (75.2%) (75.6%) (75.6%) (75.3%)

(14.3%) (14.3%) (13.9%) (14.0%) (14.5%) (14.4%)

※　別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付する。（添付資料2　一般廃棄物等の処理の現状と目標の設定に関するグラフ）

３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

型式及び
処理方式

全連続式
ストーカ式

坂出市 選別・圧縮

坂出市 埋立

※計画地域内の施設の状況（現況、予定）を地図上に示したものを添付。（添付資料5　地域内の施設の現況）

集計中

集計中

全連続式
ストーカ式

3,625

165t/24hr
（ｔ/日）

2,352

3,562

19,289 19,078

3,669

16,099

- -

型式及び
処理方式

2.26

12,799

156

21,370

1,498

17,433

197

　事業系生活系の総排出量合計（トン） 25,987

19,54219,553

施設の老朽化

更新、廃止
予定年月

H3.4

H11.9

開始
年月

施設竣工
予定年月

更新、廃止、新設の内容

3,079

備　考処理能力
（単位）

更新、廃止、新設理由

最終処分場 継続使用

-

2.48

9,126

2.40

9,403

2.48

9,409

16,584

192

3,213 3,100

1,975 1,704

189

集計中

集計中

2.50

目  標

令和6年度

8,452 8,5719,487

排 出 量

事 業 系

15,73416,092

合 計

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画　総括表１

　(2)地域内人口 71,821

平成30年度 令和元年度

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

平成28年度 平成29年度

100.59　(3)地域面積

平成27年度

　
指標・単位 平成26年度

香川県　坂出市、宇多津町地域

　(4)構成市町村等名 　(5)地域の要件*

　　含まれる場合、当該組合の状況

　(6)構成市町村に一部事務組合等が

施　設　種　別 事業主体

可燃ごみ焼却施設

3,473

2,028

-

19,092

3,732

エ ネ ル ギ ー 回 収 量

S60.9

-

26,18925,885

2,217

減 量 化 量  減量化量（中間処理前後の差　トン）

 総資源化量（トン）

 エネルギー回収量（年間の発電電力量　MWH）

再 生 利 用 量

-

188

25,22125,501

1,821

2,906

-

2,698

2.23

　総排出量（トン）

　１人当たりの排出量（kg/人）

　１事業所当たりの排出量（ﾄﾝ/事業所）

 直接資源化量（トン）

中間処理施設 継続使用

最 終 処 分 量 3,705 埋立最終処分量（トン）

坂出、宇多津広域
行政事務組合

有

　総排出量（トン）

現有施設の内容

生 活 系 17,063

196

有

有

補助の
有無

埋立容量：383,500㎥

26t/5hr（t/日）

165t/24hr（ｔ/日）

処理能力
（単位）



様式２

単位 開始 終了
令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

令和
4年度

令和
5年度

○エネルギー回収等に関する事業 4,560,000 45,600 2,234,400 2,280,000 3,876,000 38,760 1,899,240 1,938,000

1
坂出、宇多津広
域行政事務組合

165 t/日 R3 R5 4,560,000 45,600 2,234,400 2,280,000 3,876,000 38,760 1,899,240 1,938,000

31
坂出、宇多津広
域行政事務組合

－ － R1 R2 6,600 3,300 3,300 6,600 3,300 3,300

32
坂出、宇多津広
域行政事務組合

－ － R1 R2 5,502 2,751 2,751 5,502 2,751 2,751

4,572,102 6,051 6,051 45,600 2,234,400 2,280,000 3,888,102 6,051 6,051 38,760 1,899,240 1,938,000

※１　事業番号については、計画本文3(3)表3に示す事業番号及び様式3の施設整備に関する事業番号と一致させること。また、様式3に示す施策のうち関連するものがあれば、合わせて番号を記入すること。

※２　広域連合、一部事務組合等については、欄外に構成する市町村を注記すること。

※３　実施しない事業の欄は削除して構わない。

※４　同一施設の整備であっても、交付金を受ける事業主体ごとに記載する。

交付対象事業費（千円）

備　　考

事業期間
交付期間

規模

合　　　　計

エネルギー回収施設基幹的設備改良事業

○施設整備に関する計画支援事業

○廃棄物処理施設における長寿命化総合計画
策定支援事業

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画総括表２（令和元年度）

事業種別

事業名称

事業
番号
※１

事業主体
名　　　称
※２

総事業費（千円）



様式３

令和 令和 令和 令和 令和
元年度 2年度 3年度 4年度 5年度

11
ごみの有料化の継
続

ごみの有料化を継続するこ
とによるごみ減量の啓発の
実施

坂出市
宇多津町

R1 R5

12
環境教育・啓発活
動の促進

環境学習等の実施、ごみ減
量化・分別排出に対する広
報や市民意識の啓発の促
進、資源ごみの分別収集・
リサイクル活動の推進

坂出市
宇多津町

R1 R5

13 食品ロスの削減
食品問題についての住民や
事業者に対する啓発

坂出市
宇多津町

R1 R5

14
生ごみ減量化の促
進

生ごみ処理機・容器の普及
の促進、ダンボールコンポ
ストについて講習会開催に
よる普及促進

坂出市
宇多津町

R1 R5

15
マイバック運動・
レジ袋対策

マイバック運動への積極的
な取り組みや容器包装の簡
素化の実施

坂出市
宇多津町

R1 R5

16 再使用の推進
リターナブル容器の利用の
促進、フリーマーケット・
不用品交換の推進の実施

坂出市
宇多津町

R1 R5

17 補助金制度の充実

子供会・PTA・老人会等の
団体に対する金属・古紙な
どの資源化物の回収を実施
した場合の補助金の交付

坂出市 R1 R5

処理体制の
構築、変更
に関するも
の

21
事業系ごみの排出
事業者への排出抑
制・分別の指導

事業系ごみを多量に排出す
る事業者に対する排出抑
制・分別の指導

坂出市
宇多津町

R1 R5

処理施設の
整備に関す
るもの

1
(仮称)角山環境セ
ンターの基幹的設
備改良事業

施設の老朽化による設備改
良の実施

坂出、宇多
津広域行政
事務組合

R3 R5 ○
関連事業
31,32

31 1の計画支援
技術評価
発注仕様書作成　等

坂出、宇多
津広域行政
事務組合

R1 R2 ○
関連事業
1

32
1の長寿命化計画
策定支援

長寿命化総合計画策定
坂出、宇多
津広域行政
事務組合

R1 R2 ○
関連事業
1

41
家電リサイクル法
に関する普及啓発

家電リサイクル法による処
理体制の普及啓発

坂出市
宇多津町

R1 R5

42
散在性ごみ・不法
投棄対策

不法廃棄物の撤去及び看板
の設置、巡回パトロールの
実施、空き缶回収機等の導
入、美化啓発キャンペーン
等による美化意識の啓発

坂出市
宇多津町

R1 R5

43
災害廃棄物への対
応

地域内・周辺地域との連携
体制の構築

坂出市
宇多津町

R1 R5

※1　処理施設の整備に係る事業番号については、計画本文3（3）表3に示す事業番号及び様式2の事業番号と一致させること。

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧

施策種別
事業
番号
※1

施策の名称等 施策の概要 実施主体

事業
期間

交付金
必要の
要否

事　業　計　画
備考

その他

開始 終了

発生抑制、
再使用の推
進に関する

もの

施設整備に
係る計画支
援に関する

もの

ごみ有料化の継続

教育・啓発活動の促進

食品ロスに対する啓発

普及・促進

促進・実施

再使用の促進

補助金制度の継続

排出抑制・分別の指導

基幹的設備改良

普及啓発・パトロールの実施

連携体制の構築

普及啓発

計画策定

計画支援



添付資料１ 対象地域図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















